
※売買等の対象となる土地・建物が上記特別注視区域に含まれるかどうかについては、下記内閣府
ホームページをご確認ください。なお、重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域図に関
し、届出を行う利用者の利便性の向上を目的として、内閣府ホームページ内に「重要土地ウェブ地
図」を公開しておりますのでこの機会にご活用ください。

※重要事項説明に関わる内容となりますので、是非ご一読ください内閣府からのお知らせ

「重要土地等調査法」の届出制度について

重要土地等調査法では、重要施設の敷地の周囲おおむね１,０００メートルの区域
内及び国境離島等の区域内の区域を、注視区域・特別注視区域として指定し、区
域内の土地等では機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地等
の利用の状況を把握する調査を行います。

特別注視区域内では、面積が２００㎡以上の土地・建物を売買等する際には、あ
らかじめ内閣府に届出をすることが必要になります。

宅地建物取引業者の皆様におかれましては、特別注視区域内における土地・建
物の売買等の仲介等を行う際に、重要土地等調査法に基づく届出義務について、
当事者に対して重要事項として説明することが必要となりますので、適切にご対応
いただけますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

届出様式や記載要領は内閣府ホームページの「届出について」のページに掲載
しておりますのでご確認をお願いいたします。

ＵＲＬ⇒ https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/
または、「内閣府 重要土地」で検索

ＵＲＬ⇒ https://www.resum2.go.jp/

広島県内の特別注視区域 （※令和８年１月時点）

＜対象自治体＞

〇呉市 〇大竹市

＜対象施設＞

〇膳棚山受信所

〇呉港務部第３区、呉警備隊、呉上陸所、呉地方総監部、 係船堀地区、からす
小島係留所、自衛隊呉病院、呉第六突堤

〇岩国航空基地、岩国飛行場

内閣府ホームページ 重要土地ウェブ地図

問い合わせ先 内閣府 重要土地等調査法コールセンター 電話番号 0570-001-125（平日9:30～17:30）


	スライド 1: ※重要事項説明に関わる内容となりますので、是非ご一読ください

